
措置開始日 措置終了日 有資格業者名 本店所在地 登録区分 措置要件 措置事由

令和8年4月28日 令和8年7月27日 新川商事株式会社
岸和田市土生町五丁

目２番12号
建設工事

岸和田市指名競争入
札指名停止要綱第２
条第１項（別表第12

項第４号）

市発注工事等の履行
において、安全管理の
措置が不適切であっ
たため、工事関係者
に負傷者（負傷の程
度が軽微でないも
の）が出た。

指名停止措置業者情報

令和8年4月28日　公表


